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聞き手：まずは御社の歴史について教えてください。

藤井社長：2000年に創業し、6年後の2006年7月に株式
会社を設立しました。内装工事業界には19歳で入り、老
舗の表具会社で技術を習得して26歳で一人親方となり
ました。しかし、これからやっていくぞ、という時にうつ病に
なってしまい、生きるか死ぬかという重い症状になりまし
た。家族の支えなどのおかげで1年後に克服でき、仕事
にも復帰できましたが、これが自分にとって自信にもなり、ま
た大きな契機となりました。起業したのは30歳の時です。
　岐阜県内ではインテリア関連の企業が4000社以上登
録されていますが、「会社」なのは100社程度なんです。
ほとんどは個人事業主で、私のように病気になったり事故
に遭ったりして仕事ができなくなると、収入もなくなってしま
いますし、将来の保障もありません。内装工事業は本来、
夢や希望を持てる良い仕事だと思うのですが、修業をし
ている頃は「この仕事は息子には継がせたくない」と言わ
れるような状況でした。それを変えたい、若い人が夢を
持って、安定・安心して働ける状況を作りたい、という信
念を元に起業しました。

聞き手：業務内容について詳しく教えてください。

藤井社長：壁装技能士（インテリアデコレーター）として、
内装全般を行っています。最終的な仕上げはもちろん、ク
ロスの張替え、カーテン工事、マンションなどのリフォーム、
水回りから電気設備まで担っています。壁装は内装工事
の中でも仕上げを担う重要な仕事ですから、弊社でも職
人のクオリティの高さを強みにしています。
　クオリティの高さには、技術力の高さはもちろん、知識
力もプロ意識も必要です。成果が目に見える仕事です
が、その分、お客様から直接評価される仕事でもありま
す。クレームにもなりやすいわけですが、職人の技術で良
いものを提供して、「またあの会社に頼もうか」と言ってもら
えるように心がけています。

聞き手：人材の育成について教えてください。

藤井社長：私が指導してもらった親方は、常 「々職人とい
うだけではいけない」と言っていました。私自身も独立前に
技術の修得はできましたが、一人親方になっても管理や
経営について教えてくれる人はなく、一通り学ぶのに約20
年かかりました。そのため、自分の経験も基にしながら、無
駄だったなと思うものは省き、10年で学んでもらえるような
カリキュラムを設定しています。

聞き手：具体的にはどのように進めるのでしょうか。

藤井社長：1年目には職人としての技術や座学、社会人
としての人格や品格を学び、3年目には働く方向性を決め

て、どのように働くかビジョンを考える、といった訓練カリ
キュラムになっています。目標は5年後に一つの現場を任
せられるようになることで、技術面については、「研修ハウ
ス」と呼んでいる自社所有の住宅で必要な技術を学んで
もらいます。その後も社員は時間がある時に技術を高め
ています。
　この5年間でまず技術を修得し、そこで一旦働き方の
方向性を考えてもらいます。職人一本でいくのか、管理者
や営業、設計デザインに進むのか。あるいは独立して起
業するのか。そして、その方向性に合わせて、次の5年間
は後輩の育成をしながら、管理と経営についても学んで
もらいます。ノウハウとバランス感覚があれば、10年後には
1,000万円を稼ぐ能力が身に付き自信を持ち働けるように
なります。独立するにしても社内で頑張ってもらうにしても、
皆がビジョンを持って仕事ができるように育てて行きたい
と思っています。

聞き手：人材確保についてはいかがですか。

藤井社長：現在、会社として13期目ですが、経営理念に
もある「真心を大切に　真の技を追求し　安心・安全を
未来へと繋ぎます」を実現するために、9期目からは人材
確保にも力を入れるようになりました。育成は難しいと言わ
れる業界ですが、大卒・高卒、中途の採用にも挑戦しまし
た。今は中途採用をメインに、本気で技術を身につけたい
という若い方のみ採用させていただいています。
　最近は弊社の思いが伝わるようになってきて、業界の
課題である「採用したいが人が来ない」という問題点はク
リアできてきました。ただ、会社としてその方の収入を保証
するのですから、本気度が低い方はお断りするようにして
います。

聞き手：社員さんとの交流にも日頃から力を入れていらっ
しゃるのですね。

藤井社長：会社行事などの際には、社員が会社につい
てどう感じているのかなども聞き、距離を近づけられるよう

にしています。
　一年の始まりには、社員にその年の抱負を一文字で
書いてもらっています。皆で伊勢神宮までバスで初詣に
行くのですが、その車内で発表するようにしています。ま
た、毎日1つ課題を掲げて、1日約束を守り続けることの習
慣づけも行っています。どちらも信頼や信用を勝ち取れる
職人へステップアップするための道だと考えています。

聞き手：今後の展望についても教えてください。

藤井社長：今、私の息子も自社で技術の修得に励んで
いるところですが、同時に宅建の資格にも挑戦してくれ
ています。そのため、ゆくゆくは不動産部門の開業を考
えています。内装工事業は受注型の仕事ですが、不動
産業で土地や建物も提供できるようになれば、仕事の幅
も広がり、見込み型の仕事を増やすこともできると考えて
います。
　今は「選ばれる強い会社になること」、「1万人の人にも
のづくりの素晴らしさを伝えること」、「5年後100人の会社
にすること」という3つのビジョンを掲げ、社是「心でつなが
るものづくり」を大切にしながら、人が人を育てる会社を作
りたいと思っています。人手不足が深刻な業界ですから、
仕事はなくなりません。例えば人が増えれば交代制を導
入して休日を増やすことも可能になります。若手が働きた
いと思ってくれる安定・安心の企業にし、そして業界に貢
献していきたいです。

●住　　所： 岐阜市正木西町5番19号
●Ｔ Ｅ Ｌ： 058－214－7705
●Ｆ Ａ Ｘ： 058－214－7706
●Ｕ Ｒ Ｌ： http://toushou-interia.com/
●事業内容：

●従業員数：13人

若手が夢も希望も持てる内装工事業へ

株式会社 藤省インテリア
代表取締役

～職人道から経営道までの感覚を持った職人集団を目指して～

うつ病からの復活が契機に
若手が安心して働ける会社に

「頼めば良いものを作ってくれる」
技術で勝ち取る信頼

10年で職人道・経営道を学ぶ

不動産業とのタッグで
受注型の働き方に変革を

聞き手 （一社）岐阜県経営者協会　事務局長

長谷部 基司 氏

藤井 省二 氏

内装工事（一般住宅／公共工事／マン
ション／店舗 など）、カーテン工事、リフォー
ム工事
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資料出所：厚生労働省「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」

労働行政レーダー
ヘッドライン

平成30年の人口　45万人減と推計

資料出所：厚生労働省「平成30年（2018）人口動態統計の年間推計」

　出生数は92万1,000人（前年確定数より2.5万人減）、
死亡数は136万9,000人（同2.9万人増）、自然増減は44
万8,000人の減少（同 減少数5.4万人増）と推計される。

日本の時間当たり労働生産性は47.5ドル

資料出所：公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2018」

　OECDデータに基づく比較によると、時間当たり労働
生産性について日本はOECD加盟36ヵ国中20位で、先
進主要7ヵ国では最下位。2017年の1人当たり労働生産
性は84,027ドルで同21位。また、製造業の労働生産性
は99,215ドルで同15位となり、昨年から順位を1つ落と
している。

　賃金の改定を実施または予定している企業及び賃金の
改定を実施しない企業（未定以外）について、定期昇給を

「行った・行う」企業は管理職69.7％（前年69.1％）、一般職
80.1％（同77.5％）で、どちらも前年より上昇した。

平成30年中に定期昇給を行う企業 一般職は8割

「時間外労働の上限規制　わかりやすい解説」

資料出所：厚生労働省「働き方改革関連法解説（労働基準法／時間外労働の上限規制関係）」

　厚生労働省のパンフレットでは、大企業で2019年4月
から、中小企業で2020年4月から導入される時間外労
働の上限規制について、法令の解説や実務対応、また
36協定届の新様式についても詳しく解説している。

（※表題で検索するとweb上で閲覧できます）

【岐阜県内の就職内定率は大学等、高校ともに高い水準に】
　岐阜労働局によると、平成31年3月に県内大学・短期大学を卒業する学生の就職内定率は、11月末
時点で大学77.5％、短大75.3％と、それぞれ統計を取り始めた平成21年度以降最も高くなった。
　また、県内高校を卒業する生徒の就職内定率は90.2％で、平成9年度以降、21年ぶりに90％を上
回った。求人倍率は2.60倍で、前年同期からは0.33ポイントの上昇。平成24年度以降、7年連続で前年
同期を上回っている。

　岐阜県は、県内の労働組合の状況について発表した。
労働組合数は、602組合（前年比1組合減）で労働組合員
数は127,244人（同1,064人増）、推定組織率（推定雇用者
数に占める労働組合員数の割合）は15.2％（同0.2ポイン
ト減）。
　産業別の組合員数は「製造業」が最も多く38,650人（全
体の32 .4％）、次いで卸売業・小売業で21, 281人（同
8.8％）、公務15,146人（同8.6％）となっている。

人と経営 2019年2月 Vol.497 人と経営 2019年2月 Vol.497

　参加のピーク時期については、広報活動開始時期である3月と回答する学生の割内が高く、2015年
度以降の調査と比較すると、全体的に時期が若干早まっている。なおエントリーシートの提出時期、
採用面接を受けた時期、内々
定を受けた時期についても、
それぞれ全体的に時期が若
干早まっている。
　また、企業説明会等に参加
した回数については、10～19
社に該当する者の割合が高
い。20社未満という回答が約
4割、30社未満の回答は約6
割となっている。

企業説明会やセミナー等への参加傾向

　参加経験があるとの回答
は7割以上で、2015年度以
降、割合が徐々に増加して
いる。
　参加の時期については、

「大学3年生、大学院1年生
の1～3月」の割合が最高で、
次いで「同7～9月」、「同10～
12月」が高くなっている。

インターンシップの参加傾向

資料出所：内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査（平成30年度）」

資料出所：岐阜労働局「平成31年3月『大学等卒業予定者』の就職内定状況等（11月末現在）」、  
「平成31年3月『高等学校卒業予定者』の就職内定状況等（11月末現在）」

【大学生等の就職活動　全体的に時期が早まっている傾向】
　内閣府は平成30年度卒業・修了予定の大学生、大学院生に就職・採用選考活動の実態調査を行っ
た。（有効回答数は大学4年生が7,575人、大学院2年生が2,268人）
　業界や企業に関する分析を開始した時期については、卒業・修了前年度の9月以前という回答が最
多。前年度の2月以前という回答割合が増加しており、広報活動開始前から準備を行う傾向が見られ
る。企業説明会等、インターンシップへの参加傾向については下記の通り。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説」

資料出所：厚生労働省「働き方改革関連法解説（労働基準法   
／年5日の年次有給休暇の確実な取得関係）」

　2019年4月から、全ての使用者に義務付けられる年次
有休の法令についても、ルールの詳しい解説と実務対
応、Q&Aを掲載している。

（※こちらも表題で検索するとweb上で閲覧できます）

企業説明会やセミナー等への参加のピークの時期

インターンシップ参加経験の有無

【県内の労働組合数が4年連続の減少
  労働組合員数は4年連続の増加】

【平成30年上半期の常用労働者　25.6万人増】
　厚生労働省は、平成30年上半期における入職・離職及
び未充足求人の状況等について発表した。
　入職者数は457.4万人（前年同期17.2万人減）、離職者は
431.8万人（同12.6万人増）だった。

資料出所：厚生労働省「平成30年上半期雇用動向調査結果の概況」

平成30年1月1日 4,994.2万人（100.0％）

一般
3,668.9万人
（100.0％）

パート
1,325.4万人
（100.0％）

入職者 457.4万人（9.2%）

一般
272.7万人
（7.4％）

パート
184.8万人
（13.9％）

離職者 431.8万人（8.6％）

一般
244.4万人
（6.7％）

パート
187.4万人
（14.1％）

平成30年6月末日 5,019.8万人【＋25.6万人】

一般
3,697.2万人

【＋28.3万人】

パート
1,322.8万人
【－2.6万人】

平成30年上半期の常用雇用者の動き

資料出所：岐阜県、厚生労働省「平成30年労働組合基礎調査」
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資料出所：厚生労働省「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」

労働行政レーダー
ヘッドライン

平成30年の人口　45万人減と推計

資料出所：厚生労働省「平成30年（2018）人口動態統計の年間推計」

　出生数は92万1,000人（前年確定数より2.5万人減）、
死亡数は136万9,000人（同2.9万人増）、自然増減は44
万8,000人の減少（同 減少数5.4万人増）と推計される。

日本の時間当たり労働生産性は47.5ドル

資料出所：公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2018」

　OECDデータに基づく比較によると、時間当たり労働
生産性について日本はOECD加盟36ヵ国中20位で、先
進主要7ヵ国では最下位。2017年の1人当たり労働生産
性は84,027ドルで同21位。また、製造業の労働生産性
は99,215ドルで同15位となり、昨年から順位を1つ落と
している。

　賃金の改定を実施または予定している企業及び賃金の
改定を実施しない企業（未定以外）について、定期昇給を

「行った・行う」企業は管理職69.7％（前年69.1％）、一般職
80.1％（同77.5％）で、どちらも前年より上昇した。

平成30年中に定期昇給を行う企業 一般職は8割

「時間外労働の上限規制　わかりやすい解説」

資料出所：厚生労働省「働き方改革関連法解説（労働基準法／時間外労働の上限規制関係）」

　厚生労働省のパンフレットでは、大企業で2019年4月
から、中小企業で2020年4月から導入される時間外労
働の上限規制について、法令の解説や実務対応、また
36協定届の新様式についても詳しく解説している。

（※表題で検索するとweb上で閲覧できます）

【岐阜県内の就職内定率は大学等、高校ともに高い水準に】
　岐阜労働局によると、平成31年3月に県内大学・短期大学を卒業する学生の就職内定率は、11月末
時点で大学77.5％、短大75.3％と、それぞれ統計を取り始めた平成21年度以降最も高くなった。
　また、県内高校を卒業する生徒の就職内定率は90.2％で、平成9年度以降、21年ぶりに90％を上
回った。求人倍率は2.60倍で、前年同期からは0.33ポイントの上昇。平成24年度以降、7年連続で前年
同期を上回っている。

　岐阜県は、県内の労働組合の状況について発表した。
労働組合数は、602組合（前年比1組合減）で労働組合員
数は127,244人（同1,064人増）、推定組織率（推定雇用者
数に占める労働組合員数の割合）は15.2％（同0.2ポイン
ト減）。
　産業別の組合員数は「製造業」が最も多く38,650人（全
体の32 .4％）、次いで卸売業・小売業で21, 281人（同
8.8％）、公務15,146人（同8.6％）となっている。

人と経営 2019年2月 Vol.497 人と経営 2019年2月 Vol.497

　参加のピーク時期については、広報活動開始時期である3月と回答する学生の割内が高く、2015年
度以降の調査と比較すると、全体的に時期が若干早まっている。なおエントリーシートの提出時期、
採用面接を受けた時期、内々
定を受けた時期についても、
それぞれ全体的に時期が若
干早まっている。
　また、企業説明会等に参加
した回数については、10～19
社に該当する者の割合が高
い。20社未満という回答が約
4割、30社未満の回答は約6
割となっている。

企業説明会やセミナー等への参加傾向

　参加経験があるとの回答
は7割以上で、2015年度以
降、割合が徐々に増加して
いる。
　参加の時期については、

「大学3年生、大学院1年生
の1～3月」の割合が最高で、
次いで「同7～9月」、「同10～
12月」が高くなっている。

インターンシップの参加傾向

資料出所：内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査（平成30年度）」

資料出所：岐阜労働局「平成31年3月『大学等卒業予定者』の就職内定状況等（11月末現在）」、  
「平成31年3月『高等学校卒業予定者』の就職内定状況等（11月末現在）」

【大学生等の就職活動　全体的に時期が早まっている傾向】
　内閣府は平成30年度卒業・修了予定の大学生、大学院生に就職・採用選考活動の実態調査を行っ
た。（有効回答数は大学4年生が7,575人、大学院2年生が2,268人）
　業界や企業に関する分析を開始した時期については、卒業・修了前年度の9月以前という回答が最
多。前年度の2月以前という回答割合が増加しており、広報活動開始前から準備を行う傾向が見られ
る。企業説明会等、インターンシップへの参加傾向については下記の通り。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説」

資料出所：厚生労働省「働き方改革関連法解説（労働基準法   
／年5日の年次有給休暇の確実な取得関係）」

　2019年4月から、全ての使用者に義務付けられる年次
有休の法令についても、ルールの詳しい解説と実務対
応、Q&Aを掲載している。

（※こちらも表題で検索するとweb上で閲覧できます）

企業説明会やセミナー等への参加のピークの時期

インターンシップ参加経験の有無

【県内の労働組合数が4年連続の減少
  労働組合員数は4年連続の増加】

【平成30年上半期の常用労働者　25.6万人増】
　厚生労働省は、平成30年上半期における入職・離職及
び未充足求人の状況等について発表した。
　入職者数は457.4万人（前年同期17.2万人減）、離職者は
431.8万人（同12.6万人増）だった。

資料出所：厚生労働省「平成30年上半期雇用動向調査結果の概況」
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新年懇親会

Ｑ．問題行為を起こした従業員に会社を辞めてほしいと考

えていますが、解雇と退職のどちらの形を取った方がよいの

でしょうか。

Ａ．「問題行動（非違行為）を生じさせた従業員を解雇した

いがどうすればよいか」というご相談は日常的にいただきま

す。解雇の種類には懲戒解雇と普通解雇とがありますが、

使用者が従業員を解雇する場合、それぞれ「解雇権濫用法

理」や「懲戒権濫用法理」が適用されます。詳しい説明はこ

こでは省略しますが、当該解雇について客観的に合理的な

理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、

解雇が無効となるという確立した法理です。

　仮に、解雇が後日に無効となった場合は、解雇処分の後

も当該従業員の雇用上の地位は依然として存在していたこ

とになり、解雇処分以後の未払賃金はもちろん、事案によっ

ては解雇が不法行為と評価されて損害賠償金の支払が必

要となることもあります。

　解雇（特に懲戒解雇）は当該従業員を会社から排除する

という最も重い処分であって、裁判で解雇処分が無効とさ

れた事例は枚挙に暇がありません。まずは、解雇は紛争リス

クが非常に高い対応であることを押さえていただきたいと

思います。

　ところで、従業員を解雇したいという法律相談の中で、よ

くよく経営者側の話を聞いてみると、当該従業員との雇用

関係を終了するという「結果」に優先順位があって、それが

達成できれば解雇ましてや懲戒解雇という「手段」にはこだ

わっていないというケースもよくあります。

　もちろん、解雇には、他の従業員に対する戒めという一般

予防効果もありますので、あくまでもケースバイケースです

が、重度に悪質な非違行為とまではいえず、解雇の一般予

防効果が要請されない場合には、非違行為の存在を理由

に、当該従業員に対して退職勧奨を行って合意退職を目指

すという選択肢もご検討いただきたいと思います。

　合意退職の場合、雇用関係の終了が後日争われる可能

性が著しく低くなりますし、残業手当や退職金の支給など、

雇用関係の終了以外の法律問題を取り込んで解決すること

が可能です。これらの問題が表面化していないケースでも、

退職合意書に「雇用関係に基づく債権債務は何ら存在しな

い」という清算条項を設けておくことにより、後日の金銭請

求のリスクを低減することができます。

　なお、懲戒解雇の場合は退職金が支給されないという就

業規則を持っている事業所は多いかと思いますが、裁判所

は、たとえこのような就業規則がある場合でも、退職金の不

支給（減額）を有効とするためには、従業員の永年の勤続の

功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることを必

要としており、懲戒解雇の有効性よりも厳しく判断されてい

ます。合意退職の条件交渉の中で、従業員が退職金を（一

部）放棄したという体裁を取った方が、後に有効と認められ

る可能性は高まります。

　合意退職に同意が得られない場合の対応ですが、一旦

解雇を諦めて、より軽度の懲戒処分（戒告、減給、出勤停止

等）を行うことも選択肢として検討いただきたいです。軽度

の懲戒処分が積み重なることが、次の機会における解雇処

分の有効性を基礎づけたり、次に退職勧奨した場合の使

用者の交渉力を強くすることができる場合があります。懲

戒解雇以外の懲戒処分を行ったことのない事業所も多い

と思いますので、選択肢とされてはいかがでしょうか。

　最後に、解雇紛争に限らず、どのような紛争でも「最後は

合意して終わる」というのがリスクマネジメントの観点から

重要です。従業員にとって、自らが一旦合意した内容であれ

ば、敢えてもう一度請求してみようとか、弁護士や労組に相

談してみようと行動する確率は低くなるのが通例ですので、

「合意による解決」の優位性をご認識いただければと思い

ます。

（一社）岐阜県経営者協会 労務相談担当者 弁護士　小森 正悟氏

人事・労務ワンポイントアドバイス⑥

解雇と退職のリスク管理
　1月21日（月）洲さき（高山市神明町）において開催
し、29人（来賓、事務局含む）にご参加いただきました。
　北村支部長の挨拶の後、来賓の長谷部事務局長か
らご祝辞と本年は企業に「働き方改革」を進めていた
だくための参考として改善事例を集めて活用してもら
える取り組みを展開する旨ご説明をいただきました。
　その後の懇親会では、和やかな雰囲気の中、参加者
同士で情報交換が行われました。

中　濃

問題社員対策セミナー
　1月24日（木）ウエディング・コート ラ・マーレにおい
て開催し、20社より27人にご参加いただきました。
　講師には、古田竹中法律事務所 弁護士の竹中 雅
史氏と経営労務サポートオフィスぶどうの樹 社会保
険労務士の森 千晴氏をお招きし、最近の労働者の意
識変化や問題行動の傾向および事例と対策について
解説いただきました。
　竹中氏からは主にトラブルが表面化した時に備えた
社員の問題行動と教育指導の記録を積み重ねることの必要性を、森氏からはトラブル発
生防止策として就業規則の整備や社内における新型うつ社員対応のポイントを、それぞ
れのお立場からお話しいただきました。

岐　阜

障がい者雇用事例紹介セミナー
　1月23日（水）グランヴェール岐山において開催し、22
社より27人にご参加いただきました。
　講師には、岐阜障害者職業センターより障害者職業
カウンセラーの小川 直人氏をお招きし、障がい者雇
用における事例紹介をテーマに解説していただきま
した。
　障害区分ごとの特色や、企業側として受け入れるに
はどのような対応が望ましいのかを確認しながら、受
け入れの準備から職場定着までの流れについてもご説明いただきました。

会 場 大垣市情報工房　2階　多目的研修室（同上）
日 時 2019年2月19日（火）　14：00～16：00

2018人事・労務担当者セミナーvol.4
「若手社員のレジリエンスを高める職場マネジメント」

お問合せ先 西濃支部セミナー事務局
（イビデン㈱　人事・総務部人事グループ　千葉　TEL 0584-81-2376）

西　濃

講 師 ピースマインド・イープ㈱
EAPエグゼクティブコンサルタント＆トレーニングディレクター　田中 秀憲氏

開催案内

※レジリエンス…仕事や生活における様々な困難や変化に、しなやかに対応できる「強さ」
　　　　　　　　「折れない心」のことを表す


